
催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

シ
ー
会
社
を
利
用
し
、
１
回
の
乗
車
に
つ

き
、
料
金
総
額
の
範
囲
内
で
６
枚
ま
で
利

用
可
。
必
ず
手
帳
を
提
示
し
て
ご
乗
車
く

だ
さ
い
。

受
付
窓
口　

　

�

福
祉
課�

障
が
い
福
祉
係
、
大
和
・
塩

沢
市
民
セ
ン
タ
ー

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
減
免
申
請
は
、

今
ま
で
市
役
所
窓
口
で
申
請
手
続
き
が
必

要
で
し
た
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
へ
直
接
郵
送
し
て

申
請
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

減
免
の
手
続
き
に
必
要
な
申
請
書
な
ど

は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
直
接

取
得
で
き
ま
す
。

※�

減
免
の
対
象
に
は
、
全
額
免
除
と
半
額

免
除
が
あ
り
ま
す
。
申
請
に
必
要
な
書

類
な
ど
、
詳
し
く
は
市
報
６
月
１
日
号

を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

郵
送
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０
・
０
７
７
・
０
７
７

　
（
受
付
：
午
前
９
時
～
午
後
６
時
）

　

障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
利
用
券
が
必
要
で

次
の
対
象
と
な
る
人
は
、
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

対�

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
次
の
手
帳
を
所

持
し
、
①
か
②
に
該
当
す
る
人

・
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
～
４
級
）

・
療
育
手
帳

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

※�

人
工
透
析
等
通
院
費
助
成
の
受
給
者

と
、
自
ら
車
の
運
転
を
行
わ
ず
、
す
で

に
交
付
を
受
け
て
い
る
人
を
除
く

①�

75
歳
以
上
で
冬
期
間
（
12
月
～
翌
年
3

月
）
に
自
動
車
の
運
転
が
で
き
な
い

②�

人
工
透
析
の
治
療
者
で
体
調
不
良
の
た

め
、
自
動
車
の
運
転
が
で
き
な
い

申
請
に
必
要
な
も
の

　
�

前
記
の
手
帳
（
重
複
し
て
所
持
す
る
人

は
す
べ
て
の
手
帳
）

交
付
枚
数
　

　

１
人
10
枚
（
１
枚
あ
た
り
５
０
０
円
）

有
効
期
限　

交
付
さ
れ
た
年
度
内

利
用
方
法

　

タ
ク
シ
ー
利
用
券
裏
面
に
記
載
の
タ
ク

Ｑ�

．
冬
期
概
算
料
金
の
精
算
は
い
つ
？

Ａ�

．
６
月
で
す
。
５
月
に
検
針
を
再
開

し
、
６
月
に
精
算
を
し
ま
す
。
５
月
の

検
針
ま
で
に
転
居
な
ど
で
閉
栓
す
る
場

合
は
、
そ
の
と
き
に
精
算
し
ま
す
。
精

算
料
金
は
、
郵
送
さ
れ
る
「
冬
期
精
算

通
知
書
」
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

Ｑ 

．
実
際
の
使
用
水
量
で
料
金
を
支
払
う

に
は
？

Ａ�

．
自
分
で
水
道
メ
ー
タ
ー
を
検
針
し
、

報
告
す
る
「
自
主
検
針
」
が
必
要
で
す
。

希
望
す
る
人
は
、
南
魚
沼
市
上
下
水
道

料
金
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

凍
結
に
よ
る
漏
水
に
ご
注
意
を

　

倉
庫
や
作
業
所
、地
区
の
集
会
所
な
ど
、

水
道
の
利
用
が
少
な
い
施
設
な
ど
は
注
意

が
必
要
で
す
。
定
期
点
検
を
行
い
、
漏
水

を
防
い
で
く
だ
さ
い
。

長
期
間
水
道
を
使
用
し
な
い
と
き
は
休
止

手
続
き
を

　

休
止
と
再
開
の
手
続
き
に
は
、
手
数
料

が
そ
れ
ぞ
れ
５
０
０
円
必
要
で
す
が
、
休

止
期
間
中
は
水
道
料
金
が
発
生
し
ま
せ

ん
。

南
魚
沼
市
上
下
水
道
料
金
セ
ン
タ
ー
の

営
業
時
間

月
～
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
６
時

日
曜
日

　

午
前
９
時
～
正
午

　

冬
期
間
（
12
月
～
４
月
）
は
、
積
雪
の

た
め
検
針
を
行
い
ま
せ
ん
。

　

こ
の
期
間
は
、
概
算
料
金
で
毎
月
請
求

を
し
ま
す
。

Ｑ
．
冬
期
概
算
料
金
と
は
？

Ａ�

．
前
年
の
使
用
水
量
か
ら
推
計
し
た
料

金
で
す
。前
年
の
冬
期
間
使
用
水
量（
前

年
使
用
し
て
い
な
い
場
合
は
、
直
近
の

使
用
水
量
）
か
ら
、
１
か
月
あ
た
り
の

水
量
を
認
定
し
ま
す
。
認
定
水
量
を
も

と
に
計
算
し
た
料
金
が
、
冬
期
概
算
料

金
で
す
。

Ｑ 

．
冬
期
概
算
料
金
は
、
ど
う
す
れ
ば
わ

か
る
の
？

Ａ�

．
１
月
上
旬
に
郵
送
す
る
「
冬
期
認
定

通
知
書
」
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

Ｑ 

．
冬
期
概
算
料
金
の
変
更
は
で
き
る

の
？

Ａ�

．
で
き
ま
す
。
認
定
水
量
と
実
際
の
使

用
水
量
に
大
き
な
差
が
あ
る
場
合
や
、

使
用
人
数
の
増
減
な
ど
で
使
用
水
量
の

変
動
が
予
想
さ
れ
る
場
合
は
、
自
分
で

認
定
水
量
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
希
望
す
る
人
は
、
南
魚
沼
市
上
下

水
道
料
金
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問   
南
魚
沼
市
上
下
水
道
料
金
セ
ン
タ
ー

　

☎
７
８
８
・
０
２
２
０

※
か
け
間
違
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

水
道
の
冬
じ
た
く
を
お
願
い
し
ま
す

健
康
・
福
祉

問  

・
申 

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

Ｆ
７
７
３
・
６
７
２
３

障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を

交
付
し
て
い
ま
す

問  

・
申 

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

Ｆ
７
７
３
・
６
７
２
３

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
減
免
の
申

請
は
郵
送
で
手
続
き
で
き
ま
す
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